
 

 

 

 

●子どもアドボカシーとは 
子どもたちの声を聴き、意見表明を支援したり代弁したりする活動で、子どもの声を大きくする「マイク役」になることです。 

様々な権利を侵害されている子どもたちのために、あくまでも当事者である子どもを主体として周囲の人が声を上げていくということです。 

●独立アドボケイト養成講座 

子どもアドボカシーができるように学びあう。子どもアドボカシーに関する基礎的なことから、実践までを学びます。当団体の施設訪問アドボカシーの実践を活

かし、施設や地域で子どもの声を聴くおとなの仲間を増やします。 

講座終了後は、広島県内・福山市内にある一時保護所や児童養護施設等を訪問し、子どもの話を聴く活動です。 
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会場 広島県東部地域 福山市 福山すこやかセンター

     （7月5日、12日、26日は予定） 

子どもの権利条約と子どもアドボカシー 
〈子どもの権利条約 １２条【意見を表す権利】〉 子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じ 

ゅうぶん考慮されなければなりません。（日本ユニセフ協会抄訳） 

子どもには意見を表明する権利があります。それは、その意見表明権を保障するための取り組みが「子どもアドボカシー」です。それを実践する人を「アドボケイト」と呼びます。アドボ

ケイトは独立していて、自身の思いや考えを交えず、１００％子どもの立場に立つことが求められます。 

日本では、2016年の児童福祉法の改正で子どもが権利の主体として初めて位置づけられ、子どもの「意見が尊重される」ことなどが書き込まれました。2024 年 4 月、同法施行

に伴い、国や地方公共団体に対し、子どもの「意見又は意向」の尊重を通じて子どもの権利の擁護につなげる環境の整備を行うことが努力義務とされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ 子どもアドボケイト派遣センター広島 
☆電話でのお問合せ 開局時間：月・火・水・金・土 ９ 時～1６ 時 

TEL：０８０ー１５６４－２１６５ 
E-mail：advocate.hiroshima@gmail.com 
URL：http://www.advocate-hiroshima.jp 

主催 

NPO 法人 ひろしまチャイルドライン子どもステーション 
〒730-0013 広島市中区八丁堀 7-11 広島 YMCA 気付 
電話/FAX ０８２-２３３－８６５５ 事務局携帯 ０９０-７９９８-６１１３ 

E-mail：hiroshima-childline@fine.ocn.ne.jp URL：http://www.hiroshima-childline.or.jp 

★定員 10 名 定員になり次第締め切ります。 受講料 10,000 円 

子どもアドボケイト派遣センター広島主催 
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意見表明支援員の養成講座プログラム 

      

開催日 科 目 名 内  容 時 間 講 師 名 

５月３１日（日） 話しを聴く（傾聴技法） 聴くということ １３：００～１５：3０ 
山崎 理央 
福山大学人間文化学部教授･ 

６月７日（日） 
公開講座 

子どもの状況  

子どもと依存症 １０：００～１１：３０ 

上堂薗 順代 
精神保健福祉士･社会福祉士･NPO法人

ASK認定依存症予防教育アドバイザー 

母子支援の現場から １２：１５～１３：４５ 

村上 幸治 
尾道母子生活支援センター施設長 

子どもの発達・障害等、様々な生きづらさ（トラウマ等）への理解 １３：５５～１５：２５ 

小野塚 剛 
元自閉症協会理事長 

子どもの発達・子どもの多様性（ジェンダー・LGBTQ、） １５：３５～１７：００ 
安達 倭雅子 

電話相談員・“人間と性”教育研究協 

議会幹事 

６月２８日（日） 

公開講座 

子どもの権利条約と子どもの権利 
子どもの権利条約の目的・内容等 １０：００～１２：００ 

喜多 明人 
子どもの権利条約ネットワーク代表・ 
早稲田大学文学部名誉教授 

子どもアドボカシーに関連する法令・養成ガイドラインの内容 各自治体における児童福祉行政の理解・アドボカシーの取り組み １３：００～１５：００ 浦 弘文 
弁護士 

社会的養護の当事者・経験者から見る 

アドボカシーの現状 
社会的養護当事者・経験者から見た社会的養護やアドボカシーの現状 １５：３０～１７：００ 

金山 さよ 
一般社団法人子どもアドボカシーセン

ター広島理事・子どもアドボケイト派遣 
センター広島所属アドボケイト 

７月５日（日） 

子どもに向き合う際の基本的な傾聴 

施設、一保訪問の際の技術、留意点等について １０：００～１１：００ 
前原 一教 
広島県西部こども家庭センタ―所長 

（前東部所長） 

施設、一保訪問の際の技術、留意点等について １１：３０～１２：３０ 
赤木 敏史 

こぶしヶ丘学園 園長 

子どもアドボカシーに関連する法令・養成ガイドラインの内容 養護施設の実情・性被害 １３：３０～１５：３０ 寺西環江 
弁護士 

７月１２日（日） 

意見形成を行うための技法 子どもが安心して話せるために １０：００～１４：００ 黄 正国 
九州大学留学生センター准教授 

アドボケイト活動の実際 
施設、一保訪問時の実際の活動について（派遣センター組織について） 

面接 
１４：００～１７：００ 

上野 和子・アドボケイト 
NPO法人 ひろしまチャイルドライン子

どもステーション理事長・子どもアドボ 

ケイト派遣センター広島代表 

７月２６日（日） 具体的なワーク 
アドボケイトとしての直前研修を行う 

ロールプレイ、自己覚知のワーク 
１０：００～１７：００ 

黄 正国・アドボケイト 
九州大学留学生センター准教授 

８月 アドボケイトの実習 施設、一保での体験実習（インターンとして現場で体験） 

 

 

 

＊受講料 10,000 円 定員 10 名 定員になり次第締め切ります。 

・申し込みは QR コードから。又は子どもアドボケイト派遣センター広島に電話またはメールにてご連絡ください。 


